
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１ 　職員手当には退職手当を含みません。

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

 

３

（3） ラスパイレス指数の状況

１

２

３

４

※　

奈良市の給与・定員管理等について

千円

給料 職員手当 計（Ｂ）

千円

実質収支
（参考）令和５年度

の人件費率
人件費
（Ｂ）

2,890,340

　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員
数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月
額を100として計算した指数です。

26,147,686

　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時
間勤務職員の給与費が含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

区分

157,815,912

住民基本台帳人口
（令和7年1月1日）

歳出額
（Ａ）

347,187 16.2

　　　　　千円 　　　　　　％

期末･勤勉手当

　　　　　　　　　　　％

6,541

令和
６年度

2,401

16.6

千円

人件費率
（Ｂ／Ａ）

（参考）中核市の
一人当たり給与費

　　　　　千円

16,447,717

千円

　　　　　千円人　

3,360,636

　職員数については、令和６年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用
職員（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。

人

　　　　　　　千円

千円

給与費職員数
（Ａ）

一人当たり
給与費 B/A

令和
６年度

区分

4,136,0339,421,344 6,850

該当なし

　中核市平均とは、奈良市と人口規模等が類似している中核市各市のラスパイレス指数を単純平均した数値
です。

　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の
最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いて
います。

（注）

 （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、
地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合
を用いて補正したラスパイレス指数です。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域手
当支給割合）により算出。）

令和７年４月１日のラスパイレス指数が、①３年連続で上昇している場合、②１００を超えている場合について、そ
の理由（給与制度又はその運用を踏まえ記載すること）
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98.8 【R4.4.1】

99.5 
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（4） 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

①給料表の見直し [　　実施　　　未実施　　]

（給料表の改定実施時期）令和7年4月1日

②地域手当の見直し

③その他の見直し内容

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 ※ 人 円 円 円

※平均職員数

人数

中核市

中核市

参考

Ａ／Ｂ

220,200

平均
年齢

16%

―

444,186

20%

50.2

国

平均年齢

41.6 歳

―

（支給割合）国基準８％に対し、奈良市においても８％を支給。（制度完成時点での見込み。）
（実施時期）令和８年４月１日より実施。令和７年４月１日時点は１０％を支給していたが、段階的に支給割合を引き
下げることとしており、令和８年４月１日時点は９％を支給し、令和９年４月１日時点は８％に改定する見込み。

20%

令和5年
度の

支給割合

444,524

平均
給与月額
（Ｂ）

277,100
他に分類されない
運搬・清掃・包装

等従事者

1.39

東京都の特別区内に在勤する職員

50.9

1,703

平均給料月額

416,833 円

41.9 歳

20%

52.7

―

奈良県

令和3年
度の

支給割合

381,452

平成30年度
の

支給割合

医　　　　師

うち
用務員

53.6

20%

57.6 47

45.3

廃棄物処理業従
業員

―

331,139 368,444

337,907

381,325

飲食物調理従業
者

―

327,793
奈良県

290,240

294,567

320,600149

51.3

42

令和元年度
の

支給割合

平均
給与月額
（Ａ）

―

平均
給料月額

対応する民間の
類似職種

うち
清掃職員

175

48.0

―

― ―

54.1

平均
給与月額
（国比較ベース）

373,688

57.8 18

414,480 円

16%

20%

377,585 円

443,907 円

【国家公務員準拠】
　・扶養手当、通勤手当、単身赴任手当について、国家公務員と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）
【本市独自】
　・国家公務員の給料表における、１０級と６級を廃止し８級制の給料表へと改定を行った。（令和７年４月１日実
施）
　・１級から３級の職員に対し、４号給を加算する給料月額の底上げを行った。（令和７年４月１日実施）
　・管理職手当、管理職員特別勤務手当の増額改定を実施。（令和７年４月１日実施）

公務員

平均給与月額
（国比較ベース）

－

－
―

340,577

332,606

―

342,579

376,833

2.02

1.36

323,727

380,073

国

平均
年齢

328,565 426,009263
奈良市

（内容）国家公務員の見直しを踏まえ、３級から６級について、初号近辺の号給をカットし各級の初号の額を引上げ。
        ７級及び８級について、各級の初号の額を引上げし各級間の重なりを解消。

417,367 円

321,998 円

42.3 歳

区分

331,473 円

区分

令和4年
度の

支給割合

20%

令和6年
度の

支給割合

16%16%

令和2年
度の

支給割合

16%

20%

332,237 円

16%

―

―

330,409 円

うち
学校給食員

354,857

―

380,912 円

民間

399,557 円奈良市 41.4 歳

―

16%

平均給与月額

―

令和7年
度の

支給割合

16%

20%
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　　　③高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

 * 奈良市については、高等学校教育職のみ

　　　④小・中学校（幼稚園）教育職

 * 奈良市については、幼稚園教育職のみ

（注） １

２

（2) 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

（注）１　技能労務職の職種は代表的な例です。（職種等により初任給が異なります。）

　　　２　国・県の基準に合わせるため、令和７年度地方公務員給与実態調査時の月額を記載しております。

　　　３　令和７年度中の改定が反映される前の数値を記載しております。

―

―

220,000 円

201,000 円

――

422,104 円

奈良市

民間（Ｄ）

一般行政職

328,122 円

　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当
などのすべての諸手当の額を合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているも
のです。
　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊
勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもので
す。

中核市

国奈良県

　「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。

230,000 円

平均年齢

区分

7,092,937 円

平均給料月額

1.58

うち
用務員

公務員（Ｃ）

388,413 円

40.4 歳

379,037 円313,163 円

207,400 円

―

415,172 円

40.0 歳

2,937,400 円

技能労務職

奈良市

6,037,037 円

年収ベース（試算値）の比較

大　学　卒

―

用　務　員 194,500 円

奈良県

185,700 円

383,554 円

―

455,377 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（令和４年～令和６年の３ヶ年平
均）このうち、廃棄物処理業従業員及び他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者（用務員相当）については全国平均の数値
を、飲食物調理従業者（学校給食調理員相当）については奈良県平均の数値を使用しています。
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではあ
りません。
※技能労務職の年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公
務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

2.41

46.3 歳

―

188,000 円

清掃業務員

207,400 円

区分

389,158 円

450,910 円

保　安　員 ―

区分

3,631,100 円

奈良県

平均給与月額

1.66

365,488 円

252,000 円 252,000 円

225,600 円

平均年齢 平均給与月額

43.3 歳

高等学校教育職

うち
清掃職員

―

―

4,457,900 円

高　校　卒

6,772,525 円

高　校　卒

平均給料月額

―

中　学　卒

区分

中核市

奈良市

40.4 歳

43.1 歳

参考

Ｃ／Ｄ

大　学　卒

359,373 円

194,500 円

―

7,030,879 円

奈良市

うち
学校給食員

―

3



（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

（注）１　採用時の年齢や前職歴の有無により初任給が異なるため、同一の経験年数の職員でも給料額が異なります。

　　　２　該当者が１名の場合は個人情報保護の観点から公表しておりません。

３　一般行政職の級別職員数等の状況

（1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）

  

主事の職務

（注）令和７年に１０級制から８級制に変更している。（旧給料表の６級及び７級を統合し、１０級を廃止）

10.1

308,500

課長補佐又は主査の職務

３　級

（注）１　奈良市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

24.8

課長又は主幹の職務

169 398,200

86

230,000

7.7

113

15.1

（該当なし）

364,950 円

経験年数20年

職員数
（人）

構成比
（％）

354,700

１号給の
給料月額
（円）

265

277

169
２　級

183,500

321,300

６　級

2.1

1.3

４　級

主務の職務

24

265,300

23.7

335,633 円

経験年数10年

部次長又は参事の職務

14

定型的な業務を行う職務

398,140 円

（該当なし）

（該当なし）（該当なし）

１　級

（該当なし）

283,471 円

区分

（該当なし）

経験年数25年

（該当なし）

386,709 円

大　学　卒

361,358 円大　学　卒

高　校　卒
一般行政職

技能労務職
（該当なし）

15.1

高　校　卒

（該当なし）

386,100

488,500

450,900

406,363 円

246,275 円

区分

７　級

510,200

298,800

408,300

８　級 部長又は理事の職務

係長又は主任の職務

540,900

（該当なし）中　学　卒

標準的な職務内容

（該当なし）

258,100

５　級

458,300

最高号給の
給料月額
（円）

（該当なし）教　育　職

経験年数30年

１級

10.1%

１級

12.8%

１級

13.7%

２級

15.1%

２級

12.8%

２級

16.0%

３級

24.9%

３級

24.5%

３級

19.8%

４級

23.7%

４級

23.4%

４級

24.2%

５級

15.1%

５級

15.4%

５級

14.3%

６級

7.7%

６級

5.4%

６級

3.7%

７級

2.1%

７級

2.4%

７級

4.9%

８級

1.3%

８級

2.1%

８級

2.2%

９級

1.2%

９級

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和７年の構成

比

１年前の構成比

５年前の構成比
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（2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））　（令和７年４月１日現在）

（3) 昇給への人事評価の活用状況（奈良市）

イ　人事評価を活用している

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

ロ 人事評価を活用していない

活用予定時期

活用している昇給区分
昇給実績が

一般職員

○○

昇給可能

管理職員

な区分

昇給実績が

ある区分

○○

昇給可能

○

令和7年4月2日から令和8年4月1日
までにおける運用

ある区分

○

な区分

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国９級（課長）
市８級（部長）

奈良市（R７）

国家公務員（R７）

（百円）

給

料

月

額

昇 給

国１級（係員）

市１級（係員）

国２級（上級係員）
市２級（主事）

国３級（係長）
市３級（主務）

国４級（困難係長）
市４級（係長）

国５級（課長補佐）

市５級（課長補佐）

国６級（困難課長補佐）

国７級（室長）
市６級（課長）

国10級（特に重要課長）

国８級（困難室長）
市７級（次長）
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　　５％ ～ ２０％ ・役職加算　５％ ～ ２０％ ・役職加算　５％ ～ ２０％

・管理職加算　１０％ ～ ２０％ ・管理職加算　１０％ ～ ２５％

（注）１　(  )内は、暫定再任用職員・定年前再任用短時間勤務職員に係る支給割合です。

　　　２　奈良市の管理職加算に関して、令和元年度～令和２年度まで段階的に削減し、令和３年度より

　　　　完全廃止しております。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（奈良市）

イ　人事評価を活用している

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

ロ 人事評価を活用していない

活用予定時期

（2) 退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 定年・定年前早期 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 定年・定年前早期

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度 最高限度

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（３％～４５％加算） （３％～４５％加算）

（注） １

２

 (3) 地域手当（再任用含む全職員）

（令和７年４月１日現在）

千円

　円

％ ％

％ ％

％ ％

１人当たり平均支給額 21,797 千円

383,919

支給対象職員

支給実績（令和６年度決算）

1,932 千円

10

16

全市域（医師・教員以外）

16全市域（医師）

7.1

支給割合

1,019,307

支給対象地域

19.6695 月分

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

1.40

奈良県

○

47.709 月分

19.6695 月分

47.709 月分

全市域（教員） 教　　員

28.0395 月分

39.7575 月分

国

39.7575 月分

○

国の制度（支給割合）

33.27075 月分

2.10

ある成績率

47.709 月分

1.00

2.50 2.50

1.00

支給実績が

（令和６年度）

47.709 月分

奈良市

（令和６年度）

医　　師

47.709 月分

ある成績率

1,651 千円

2.10

○

47.709 月分

○

24.586875 月分

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

○

28.0395 月分

1.40

な成績率

支給可能

１人当たり平均支給額

―

一般職員

24.586875 月分

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

支給実績が

○

33.27075 月分

活用している成績率
な成績率

支給可能

2.50

管理職員

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

・管理職加算　０％

2.10

１人当たり平均支給額

1.40

奈良市 国

10 医師と教員を除く全職員

1.00

令和７年度中における運用

1,640 千円

　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

　「定年・定年前早期」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後そ
の者の非違によることなく退職した場合を含みます。
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 (4) 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（令和７年４月１日現在）

手当名

支給実績（令和６年度決算）

支給実績（令和６年度決算）

交通機関利用者は６箇月定期券等の低
廉な価額により一括支給
交通用具利用者は５Kｍごと10段階に
手当を設定

異なる

405

同じ

住
居
手
当

円

円

管
理
職
手
当

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

115,930

職員全体に占める手当支給職員の割合

179,559

千円

借家・借間居住者に対する手当につい
ては最高支給限度額27,000円

職務の級が４級
から１０級の職
員に支給され、
手当の額も異な
る

「別表　特殊勤務手当一覧」のとおり（１６種類）手当の種類（手当数）

239,239

支給実績
（令和６年度決算）

国の制度と
異なる内容

交通用具利用者
は５Kｍごと13
段階に手当を設
定

19.92

配偶者  3,000円（職務級６級以下）
　　　      0円（職務級７級以上）
子     11,500円
父母等  6,500円（職務級６級以下）
　　　  3,500円（職務級７級）
　　　      0円（職務級８級）

※満16歳の年度初めから満22歳の年度
末までの子は、１人につき5,000円を
加算する

円

93,208

49,214

同じ

千円

扶
養
手
当

職務の級が５級から８級の職員に支給

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

支給実績（令和５年度決算） 831,735

826,307

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和６年度決算）

244,503

（注）

335,849

302,288

通
勤
手
当

最高支給限度額
が28,000円

418

支給実績なし
常直的な宿日直勤務を命じられた職員
に月22,000円を超えない範囲で支給

726,945

内容及び支給単価

宿
日
直
手
当

支給実績なし

千円

異なる 円

　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在
の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当等の支給対象とはならない職員を除く。）であり、
再任用短時間勤務職員を含みます。

国の制
度との
異同

異なる

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

千円

272,899
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５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

　　（算定方式） （１期の手当額）

　　(給料月額×在職月数×50/100) 円

　　(給料月額×在職月数×34/100) 円

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、

　　　１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　（　　）内は再任用短時間勤務職員の外数です。

　　　３　[     ]内は、条例定数の合計です。

職員数

Δ51(△2)

596,000 円

給料月額等

19

組織改正（増）

配置見直し（減）事務の統廃合縮小

960,000

その他

707,000

教　育

（支給時期）

配置見直し（減）

議　長

17

885,000 円

配置見直し（減）

令和６年

配置見直し（減）

206（4）

一
般
行
政
部
門

62

0

観光経済 63

特別行
政部門

副市長

報
酬

700,000

配置見直し（減）事務の統廃合縮小

475,000

584,000

644,000 円

区分
令和７年

17 0

企　画

3.3 月分

市　長

3.4 月分

民　生 △ 26

791(50)

議　員

消　防

1,631(71)小　計

210（3）

[0]

396

総　務

土　木

組織改正（増）

任期毎

〃

議　会

△ 6

549

8

△ 19

73

304

377

79

67

21

21(△7)

395

公営企
業等会
計部門

124

△4(1)

区分

副市長

（参考）中核市における最高／最低額

市　長

14,443,200

（令和６年度支給割合）

下水道

水　道

2,611(131)

＜参考＞　人口１万当たり職員数　45.51　人
　　　　（類似団体の人口１万当たりの職員数　48.24　人）

696,000

主な増減理由

1,048,000 円 1,180,000

1,580(73)

給
料

△ 1

副議長

827,000議　長

市　長 （令和６年度支給割合）

375

25,152,000

523

220

副議長

△ 166

[3,200]

513,000

△ 7

期
末
手
当

対前年
増減数

748,000

733,000 円

△34(△4)

227

312

副市長

税　務

小　計

退
職
手
当

議　員

358

配置見直し（減）

770(57)

395

121 配置見直し（減）

[3,200]
＜参考＞　人口１万当たり職員数　74.23　人

19

△ 3

015 15

衛　生

2,577(127)

小　計

0
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（2)年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

(3)職員数の推移

（単位：人・％）

７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業・下水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

※水道事業

特別行
政部門

832

千円

人

299
職員数

134

区分

人

2,680

48歳

人

～～

55歳

20歳

～

47歳

～ ～

35歳

36歳

39歳

一般行
政部門

(△ 9.7%)

199

令和6年度

216

令和3年度 令和4年度

計

(△ 7.2%)

230

期末･勤勉手当

以上

千円

1,103,949

△ 122

千円

1,6671,629

（参考）市町村
一人当たりの給与費

区分

千円

一人当たり
給与費 B/A

純損益又は
実質収支

令和
７年度

791

197,600

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

(△ 6.7%)

(△ 4.9%)

245

（参考）令和５年度
の総費用に占める
職員給与費比率

△ 22

千円

151 281,781

2,611

普
通
会
計

人

801

1,438,352

公営企業等
会計部門

千円

△ 1852,660

％

2,577

22,703,925

～

23歳

56歳28歳

43歳

2,762

千円

職員数
Ａ

52歳40歳20歳

89 273

24歳

1,643

過去５年間の
増減数（率）

210

人

206

1,631

316

区分

区分

△ 41

人 人 人

職員手当

　　　３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び
　　　　　定年前再任用短時間勤務職員が含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

2494

令和7年度

総費用に占める
職員給与費比率
（Ｂ／Ａ）

イ　予算

1,580

人

～

51歳

1,702

人 人

～

31歳

令和2年度

32歳

計

2,577

59歳

60歳

人 人

～

266

令和5年度

人

～
27歳

　　　２　職員数については、令和７年４月１日現在の人数です。

287

令和
６年度

給料

職員給与費
（Ｂ）

2,680

千円

624,568

％

計 Ｂ

7,311

4.81

総費用
（Ａ）

1,063,884

給与費

4.69

225

810

6,316

　　　　　千円

227

770

44歳

未満

228

788

0

5

10

15

20歳未満 20～23 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43 44～47 48～51 52～55 56～59 60歳以上

構成比

５年前の構成比

%
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② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合算です。平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

　　　２　団体平均の金額は国から提供された水道事業のデータを採用しています。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　　５％ ～ ２０％ ・役職加算　　５％ ～ ２０％

・管理職加算　０％

（注）１　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

　　　２　奈良市及び企業職の管理職加算に関して、令和元年度～令和２年度まで段階的に削減し、

　　　　令和３年度より完全廃止しております。

イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　定年・定年前早期 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　定年・定年前早期

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（３％～４５％加算） （３％～４５％加算）

１人当たり平均支給額

（注） １ 　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

２

ウ　地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

3,383 千円

１人当たり平均支給額

・管理職加算　０％

5

1.00

支給対象地域

自己都合

奈良市

2.50

市域全域

47.709 月分

手当の種類（手当数）

　円

１人当たり平均支給額

平均年齢

一般行政職（支給割合）

1.00

1,942 千円

398,290

基本給

9,910 千円

24.586875 月分

28.0395 月分

2.50

33.27075 月分

39.7575 月分

47.709 月分

10 10

63,609

24.586875 月分

1.40

1,651 千円

20,762 千円

47.709 月分

企業職

（令和６年度）

区分

支給実績（令和６年度決算）

（令和６年度）

140

47.709 月分

47.709 月分

企業職

28.0395 月分

奈良市

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

45.8

１人当たり平均支給額

　％

1,823

47.709 月分

454,351

支給対象職員数支給割合

623,874

345,838団体平均

33.27075 月分

39.7575 月分

19.6695 月分

平均月収額

19.6695 月分

46.8

524,813

奈良市

42.5

2.10

支給実績（令和６年度決算）

23,649 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

　「定年・定年前早期」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後そ
の者の非違によることなく退職した場合を含む。

2.10

1.40

109

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

自己都合

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）
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オ　時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当（再任用含む全職員）

千円

千円

千円

千円

(１)　高圧電気設備の保守点検作業又は応急作業に従事した
職員
(２)　10メートル以上の高所での保守点検作業又は応急作業
に従事した職員
(３)　上下水道施設の事故に対応するため、道路上で復旧調
査又は応急作業に従事した職員
(４)　気象警報発令下で事故防止のために行う保守点検作業
又は応急作業に従事した職員
(５)　ピット又はマンホール内で行う上下水道施設の巡視点
検作業、保守点検作業又は応急作業に従事した職員
(６)　河川又はダム湖上で油等の除去作業に従事した職員
(７)　上下水道施設で発生した有害生物の駆除作業に従事し
た職員
(８)　相互応援協定に基づいて上下水道施設の復旧業務又は
給水業務に従事した職員

災害復旧等業務手当

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

379

左記職員に対する支給単価

384

37,518

支給実績（令和５年度決算）

　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在
の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当等の支給対象とはならない職員を除く。）であり、
再任用短時間勤務職員を含みます。

（注）

応急処理等作業手当

動物死体処理作業に従事した職員

日額　600円

日額　600円

動物死体処理作業手当 日額　800円

有害物等取扱業務手当
毒物等又は労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）
別表第３に掲げる特定化学物質若しくは同令別表第６の２に
掲げる有機溶剤の取扱業務に従事した職員

主な支給対象職員・業務手当の名称

(１)　下水道合流管のスクリーン又はミニポンプに堆積した
ごみ等の撤去作業に従事した職員
(２)　下水道管又は取付管に詰まった異物の除去作業に従事
した職員
(３)　マンホール又は汚水ますの破損に伴う応急作業に従事
した職員

下水処理作業手当

40,363

日額　600円

日額　300円

(１)　災害対策本部の要請に基づいて災害の復旧業務に従事
した職員
(２)　異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が
発生し、又は発生するおそれのある上下水道施設において応
急作業等に従事した職員

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

支給実績（令和６年度決算）
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カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）

別表　特殊勤務手当一覧（令和７年４月１日現在）

円

円実績なし

130,165

住居手当

千円

同じ 287,901

247,049

宿日直手当 宿日直勤務を命じられた職員に支給

円

471

支給実績

21,493

職務の級が５級から８級の管理職に支
給

一般行政職
の制度との

異同

日額1,000円

１件3,000円（死亡人）
１件1,500円（病人）

主な支給対象業務

動物死体処理作業に従事する
職員

動物の死体処理作業

廃棄物等現場
指導業務手当

日額500円

円

左記職員に対する支給単価

交通機関利用者は６箇月定期券等の低
廉な価額により一括支給
交通用具利用者は５Kｍごと10段階に手
当を設定

日額600円

廃棄物処理施設又は廃棄物
が不法投棄されている現場
等における、検査、指導又
は監視業務

環境部に勤務する事務職員及
び技術職員

滞納整理
奨励手当

行旅死亡人又は行旅病人の
収容

手当の名称

17,312

731,400

支給実績
（令和６年度決算）

（千円）

差押えその他の強制執行に従事し
た職員

 支給実績なし

936

同じ

同じ

同じ

千円

28,525

一般行政職の
制度と異なる

内容
手　当　名

（令和６年度決算）

千円

管理職手当

通勤手当

日額800円
動物死体

処理作業手当

特定環境
清掃作業手当

環境部に勤務する技能労務職
員

8

下記の気象環境下において
従事する清掃業務
(１)奈良地方気象台が観測
地点名「奈良」において摂
氏30度以上の最高気温を観
測した日
(２)気象警報が発令されて
いる場合

火葬場において火葬作業に従
事する技能労務職員

火葬作業手当 火葬作業

4,934

未収債権（市税を含む。）
の滞納処分その他の滞納整
理に関する業務

保護課に勤務する職員

円

9,789

配偶者  3,000円（職務級６級以下）
　　　      0円（職務級７級以上）
子     11,500円
父母等  6,500円（職務級６級以下）
　　　  3,500円（職務級７級）
　　　      0円（職務級８級）

※満16歳の年度初めから満22歳の年度
末までの子は、１人につき5,000円を加
算する

千円

扶養手当

　特殊勤務手当は、著しく困難、危険、不快又は不健康な勤務その他の通常にない勤務で、給与上特別の考慮を必要と
し、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる業務に従事した職員に支給するものです。
 なお、特殊勤務手当の内容等は下記のとおりとなっています。平成２４年度に制度の抜本的な見直しを行い、３０種類
であった手当は、現在１６種類となっています。

１件350円

借家・借間居住者に対する手当につい
ては最高支給限度額27,000円

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和６年度決算）

内容及び支給単価

 支給実績なし
行旅死病人
取扱手当

主な支給対象職員
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感染症等に対する防疫等の業
務、動物の収容等に係る業務
に直接従事した職員

災害復旧業務

道路舗装等
作業手当

道路の舗装、補修等の作業

道路維持課及び土木管理セン
ターに勤務する職員で、気象
警報発令下で作業に従事した
職員

ケースワーク
訪問調査手当

防疫等
業務手当

日額300円

日額340円

特定の危険業務 169

有害物等
取扱業務手当

298

災害復旧等
業務手当

特定の消防業務

(１)環境清美工場での長尺
物等の混入によるホッパー
閉塞時の解除作業
(２)環境清美工場での高架
煙道、空気予熱機器等の清
掃作業
(３)環境清美工場での火格
子下シュートの清掃及び突
発的閉塞時の清掃作業
(４)環境清美工場での有毒
ガス処理設備の消石灰輸送
配管の閉塞時の分解清掃作
業
(５)環境清美工場での破砕
機運転終了時の本体内部、
選別機及び各シュートの付
着物及び長尺物の除去清掃
作業
(６)環境清美工場での突発
的な事故又は故障に対する
原因究明及び緊急修理作業
(７)道路から５メートル以
上下方で行う不法投棄廃棄
物の収集作業
(８)収集運搬作業中に発生
した収集作業車の発火事故
に係る対処作業

危険作業手当
環境部に勤務する技術職員、
技能労務職員

5,078 日額600円

消防業務手当

災害復旧業務に従事した職員

消防職員

 支給実績なし

感染症等に対する防疫等の
業務、動物の収容等に係る
業務

精神保健
業務手当

保健予防課又は障がい福祉課
に勤務する職員

精神保健に関する相談、指
導その他これらに類する業
務

43

(１)試験又は検査のため、
毒物等又は特定化学物質若
しくは有機溶剤を取り扱う
業務
(２)食中毒及び感染症に係
る病原性細菌及び微生物の
検査又は培養を行う業務

保健・環境検査課に勤務する
職員で、人体に有害な薬剤等
の取扱業務又は病原微生物の
検査等の業務に従事した職員

１日につき３件以上のケー
スワーク訪問調査業務

日額600円

日額300円

児童相談所等業務
手当

児童又はその関係者と対面し
て相談等を行う子ども支援
課・一時保護課の職員

①子ども家庭支援課及び子
ども安心課（総務係を除
く。）：児童の相談、調
査、判定、指導及び一時保
護等の業務
②一時保護課：一時保護が
行われた児童の生活指導等
の業務

4,508
①業務の内容に応じ、
　日額600円又は1,000円
②日額600円

日額600円

業務内容に応じ、
勤務１回200円～510円

業務内容に応じ、
勤務１回もしくは

日額200円～4,000円

保護課に勤務する職員

消防職員

148
業務内容に応じ、

日額500円又は700円

51

224

消防活動手当 26,274
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